
総合計画とは？

こんなことに特に力を入れます！（前期基本計画重点プロジェクトイメージ）

地方創生の取組はどうなる？

皆様のご意見をお寄せください！

お問い合わせ　申し込み・意見の送付はこちら

総合計画

分野ごとの個別計画
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まちづくりの最高理念。
都市像や基本目標を示します。
【期間】１０年間基本構想

基本目標を踏まえた施策の基本的方向や
施策の体系を示します。
【期間】前期５年間・後期５年間

基本計画

施策を実現するため実施する事業を示します。
【期間】第１期～第４期（各３年間）実施計画

基本構想（10年間）

前期基本計画
（５年間）

第１期実施計画
（３年間）

第3期実施計画
（３年間）

第２期実施計画
（３年間）

第4期実施計画
（３年間）

後期基本計画
（５年間）

令和4年度
（2022年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和13年度
（2031年度）

第六次鹿児島市総合計画の策定を進めています
～基本構想の素案をまとめました～

新しい総合計画をつくります

このような視点で計画をつくります　

スケジュール（案）

　鹿児島市では、平成２４年度にスタートした第五次鹿児島市総合計画
に基づき、総合的かつ計画的にまちづくりを進めています。
　この計画が令和３年度末に終了することから、現在、新しい総合計
画（第六次総合計画）づくりに取り組んでいます。このたび、基本構想

（素案）がまとまりましたので、その概要をお知らせします。
　今後、市民の皆様をはじめ、総合計画審議会、市議会などから幅広く
ご意見をいただきながら、策定に向けた取組を進めていきます。

皆様のご意見を
お寄せください

　市が実施する環境や産業、福祉、教育、まちの基盤整備などあらゆる
分野の施策について、長期的な視点に立って取りまとめた計画です。

“地域の稼ぐ力”向上
プロジェクト（仮称）

“ＩＣＴで住みよいまち”推進
プロジェクト（仮称）

“子どもの未来”輝き推進
プロジェクト（仮称）

　地域産業の生産性向上や海外展開等を支援す
るほか、ＭＩＣＥ※1やインバウンド※2への対応の強
化など観光消費額
を高める取組を推
進することにより、
“地域の稼ぐ力”を向
上させます。

　行政の手続や市民サービスへＩＣＴ※3を積極的
に活用して、市民の利便性の向上や、自治体業務
の効率化を図ること
により、市民にとっ
て、もっと便利で住
みよいまちになるこ
とを目指します。

　ソフト・ハード両面からの子育て環境の充実の
ほか、子どもを守るための取組や新しい時代に対
応した教育の推進
を図り、子どもが夢
や希望を持ち輝け
る地域社会を目指
します。

　今後、地域別意見交換会やパブリックコメントなどを通じて、幅広く市民の皆様のご意見をお聞きしながら総合計画の策定を進めて
いきます。現在、基本構想（素案）に対するご意見を募集しています。

　市内１４地域・地区において、意見交換会を開催します。
　新型コロナウイルス感染症対策として、事前申し込み制としますので、
出席を希望される方は、各開催日の１週間前までに、政策企画課へお申し
込みください。

　基本構想（素案）に対するご意見は、住所、氏名、年代、電話番号をご記
入のうえ、郵便、FAX、電子申請、Eメールで提出をお願いします。

【提出期限】３月２４日（水）（消印有効）
　素案の内容は、本庁、各支所、地域公民館など
のほか、市ホームページでもご覧いただけます。
※ご希望の方には資料を送付します。詳しくは
　お問い合わせください。

パブリックコメントの
詳細（電子申請URLな
ど）はこちら↓

第六次鹿児島市総合計画の策定情報は
こちらからも

第六次鹿児島市総合計画 検 索

日 時間 場所 対象地域・地区

3月16日(火)

19:00～20:15

サンエールかごしま 中央地区
桜島公民館 桜島地域

3月17日(水)
県民交流センター 上町地区
谷山北公民館 谷山北部地区
吉田公民館 吉田地域

3月18日(木)
鴨池公民館 鴨池地区
伊敷公民館 伊敷地域
喜入公民館 喜入地域

3月19日(金)
環境未来館 城西地区
谷山市民会館 谷山地区

3月22日(月)
武・田上公民館 武・田上地区
松元支所 松元地域

3月23日(火)
吉野公民館 吉野地域
郡山公民館 郡山地域 ◆長期的展望に立った持続的発展

が可能な計画
◆S

エスディージーズ

DGs（国連の持続可能な開発
目標）の視点を取り入れた計画

◆多様な連携・つながりを重視し
た計画

◆市民との協働・共創を推進する
分かりやすい計画

計画の位置付け

計画の区域・範囲

構成と期間

● 総合計画では、本市の将来像や長期
的なまちづくりの基本目標のほか、そ
の実現に向けた施策の基本的方向や
体系を示します。

● また、行財政運営を総合的かつ計画
的に進めるための最上位計画であり、
分野ごとの個別計画や施策は、総合
計画に即して策定・展開されます。

● 計画区域は原則として市域を対象としますが、連携中枢都市圏など、必
要に応じて広域的な視点に立つものとします。

● また、関連する国・県等の計画や施策・事業との整合に留意します。

都市像を実現していく観点から、特に先導的かつ重点的に取り組むものを「重点プロジェクト」として位置づけ、次の3つの方向性で検討しています。

※1　MICE：多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。　※2　インバウンド：外国から自国への観光移動のこと（訪日外国人）。　※3　ICT：情報通信技術のこと。

　鹿児島市は、人口ビジョンに掲げる2060
年の将来人口という長期目標に向け、人口
減少問題の克服等に向けた取組をまとめた

「鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（計画期間：平成２７年度～令和３年度）を策
定し、地方創生の推進を図っています。
　この取組を切れ目なく推進するため、次期
総合戦略を策定することとしており、基本的
な考え方等を「まち・ひと・しごと創生基本方
針」として、前期基本計画内に位置づけ、一
体的に策定します。

〒892-8677　鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所　企画財政局 企画部 政策企画課

TEL  099-216-1106　 FAX  099-216-1108
Eメール  seisaku-k@city.kagoshima.lg.jp
ホームページ  http://www.city.kagoshima.lg.jp
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地域の皆さんとの意見交換
【地域別意見交換会】

書面やオンラインで意見を提出
【パブリックコメント】

令和２年度
(2020年度）

令和3年度
(2021年度）

◎ 基本構想（素案）

◎ 基本構想(案)・
 　前期基本計画(素案)

◎ 基本構想(議案)・
　 前期基本計画(案)

◎ 基本構想の議決
　 前期基本計画・実施計画の策定

令和4年度（2022年度）スタート

総合計画審議会

・学識経験者等
 20名以内で構成

【３年度まで】

市民意見の反映
・パブリックコメント
・まちづくり講演会
・市民との意見交換会
・若者会議
・在住外国人との
 意見交換会

市民意見の反映
・パブリックコメントなど

市議会の審議

いまココ！
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基本構想（素案）における総合計画の体系図・施策のイメージ
【策定の前提】

【施策のイメージ】それぞれの「基本目標」を実現するための施策や取組を例示したものです。

基本構想（素案）

基本計画

このようなまちを目指します！

つながる人・まち　彩りあふれる　躍動都市・かごしま
《都市像》

　多彩で豊かな地域資源に恵まれ、県都として多様な都市機能が集積した鹿児島市は、
南九州の中枢中核都市として着実な発展を遂げてきました。
　一方、人口減少・少子高齢化の進行、グローバル化やＩＣＴ等新技術の進展、災害や感
染症リスクの高まりなど、私たちの社会や個人の暮らしを取り巻く環境は大きく変わろ
うとしており、こうした変化に的確に対応し、課題を克服しながら、将来にわたり持続可
能なまちをつくりあげ、次の世代へ引き継いでいかなければなりません。
　そのため、市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力を発揮しつつ、市民、事業
者、鹿児島への思いを寄せてくださる多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交
流を通じ、相互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生み出し、人
もまちも躍動する鹿児島市の創造を目指します。

　私たちの目指すまちでは、人やまちの多様なつながりの中で、互いに支え合
い、その英知を結集することで、地域社会に温もりと活力が満ちています。
　豊かな自然と調和した環境の中、私たち市民は、子どもから高齢者まで、自
分らしく健やかに生き生きと暮らしています。
　また、まちへの誇りと愛着を持つ人の輪が拡がり、多彩な魅力が国内外に
発信され、多くの人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出しています。
　そのようなまちの中で、次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望に
あふれています。

10年後の鹿児島市の姿は…

時代の潮流
●新型コロナウイルス感染症拡大による社会の変化
●人口減少・少子高齢化の進行
●グローバル化・ＩＣＴの進展
●地球規模での環境問題の深刻化
●安心安全を脅かすリスクの高まり
●価値観の変化・多様化

本市の特性
●国内外につながる交通の広域拠点
●多彩な自然資源と都市機能の集積
●世界に誇りうる魅力ある歴史や文化
●温かみのある人柄と助け合いの風土　

将来推計
●人口　●財政

信頼とやさしさのある
共創のまち

【信頼・共創 政策】

自然と都市が調和した
うるおいのあるまち
【自然・環境 政策】

魅力にあふれ人が集う
活力あるまち

【産業・交流 政策】

自分らしく健やかに暮らせる
安心安全なまち

【健康・安心 政策】

自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち　【健康・安心 政策】

信頼とやさしさのある　共創のまち　【信頼・共創 政策】 自然と都市が調和した　うるおいのあるまち　【自然・環境 政策】

豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち　【子ども・文教 政策】

魅力にあふれ人が集う　活力あるまち　【産業・交流 政策】

質の高い暮らしを支える　快適なまち　【都市・交通 政策】

　豊かな個性を育み未来を拓く
誇りあるまち

【子ども・文教 政策】

　質の高い暮らしを支える
快適なまち

【都市・交通 政策】

　市民や行政、様々な地域団体や事業者など多
様な主体が協働・連携し、新しい価値を共に創るま
ちづくりを進めるとともに、健全な財政を維持し、
効率的で質の高い行政サービスを展開します。
　国内外の都市との連携や交流を進めるととも
に、効果的な情報発信やシビックプライドの醸成
などにより、まちの魅力を磨き高めます。
　性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとり
の人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地
域社会を築きます。

　ＣＯ２排出量の削減や再生可能エネルギーの地
産地消、環境に配慮した生活スタイルへの転換に
より、ゼロカーボンシティかごしまの実現を目指
します。
　ごみの３Ｒ（発生抑制：リデュース、再使用：リ
ユース、再生利用：リサイクル）や適正な処理を進
め、資源が循環する地域社会を築きます。
　生物多様性の保全・活用や、緑あふれる美しい
まちづくりに取り組み、人と自然が共生し、うるお
いと安らぎを感じられる環境を整えます。

　世界に誇れる多彩な魅力を生かした観光・交流
を進めるとともに、誰もがスポーツを楽しむこと
ができる環境を整え、国内外から多くの人が集う
まちをつくります。
　街なかにおける商業・観光などの魅力を創出
し、にぎわいと活気を高めます。
　地域産業の活力の創出や海外展開、農林水産
業の振興を進めるほか、多様で柔軟な働き方を
促進し、地域経済を活性化します。

　健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実
するとともに、共に助け合い、一人ひとりが自分ら
しく生活できる地域づくりを進めます。
　健康づくりや感染症対策の強化、医療体制の
確保などにより、保健・医療を充実し、健康寿命を
延ばします。
　交通安全や防犯対策など、生活の安全性を高
める取組を進めるとともに、災害などから市民の
生命と財産を守るために、危機管理体制や防災
力・消防力を強化し、安心して安全に暮らせるま
ちをつくります。

高齢化対策の推進
◆ 生きがいづくり・社会参画の促進
◆ 高齢者の安心・快適な暮らしの確保
◆ 認知症対策・権利擁護の推進
◆ 介護予防・地域支援体制の充実
◆ 介護サービスの充実

地域共生社会の実現
◆ 地域福祉の充実
◆ 障害者福祉の充実
◆ 社会保障制度の円滑な運営

健康・医療の充実
◆ 健康づくりの推進 
◆ 保健予防の充実
◆ 質の高い医療体制の確保
◆ 健康危機に備えた感染症等対策の強化

生活の安全性の向上
◆ セーフコミュニティの推進
◆ 交通安全対策の推進
◆ 市民総ぐるみの防犯対策の推進
◆ 健全な消費生活の向上
◆ 食品・生活衛生の向上

命を守る危機管理・防災力の向上
◆ 総合的な危機管理対応能力の向上
◆ 市民との協働による防災対策の推進
◆ 質の高い消防力の強化
◆ 治水・土砂災害対策の推進
◆ 火山防災トップシティの推進

地域社会を支える協働・連携の推進
◆ 市民との協働の推進
◆ 住民主体の地域づくりの促進

自主的・自立的な行財政運営の推進
◆ 市政情報の公開・提供の推進
◆ 効率的で健全な行財政運営の推進
◆ 人材育成の推進
◆ ＩＣＴ利活用の推進

多角的な連携・交流の推進
◆ 都市・地域との連携・交流の推進
◆ 大学や事業者等との連携の推進
◆ 国際交流の推進

シティプロモーションの推進
◆ 都市ブランディングの推進
◆ シビックプライドの醸成
◆ 移住の促進

誰もが個性と能力を発揮できる地域
社会の形成
◆ 人権の尊重
◆ 男女共同参画の推進
◆ 多文化共生の推進
◆ 平和意識の醸成

ゼロカーボンシティかごしまの推進
◆ ＣＯ２排出量の削減と気候変動の影響への

対応
◆ 再生可能エネルギーの地産地消の推進
◆ エコスタイルへの転換

循環型社会の構築
◆ ３Ｒの推進
◆ 廃棄物の適正処理の推進
◆ エネルギー源としての廃棄物の有効利用

人と自然が共生する都市環境の構築
◆ 生物多様性の保全と活用 
◆ 緑の保全と花や緑の充実
◆ 公園緑地の充実

生活環境の向上
◆ 良好な環境の保全
◆ 清潔で美しいまちづくりの推進
◆ 墓地の整備

少子化対策・子育て支援の推進
◆ 出会い・結婚の支援の充実
◆ 妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない

支援の充実
◆ 幼児教育・保育の充実
◆ 地域における子育て支援の充実

子どもの健やかな成長への支援
◆ 子育て家庭の福祉向上
◆ 子どもが希望を持てる環境の充実
◆ 児童虐待対策の充実

学校教育の充実
◆ 心を育む教育と青少年教育の推進
◆ 個性と能力を伸ばす教育の推進
◆ 体育・健康・安全の充実
◆ 地域とともにある学校づくりの推進
◆ 学びを支援する教育環境の充実

生涯学習の充実
◆ 家庭・地域の教育力の向上
◆ 生涯学習環境の充実

市民文化の創造
◆ 文化芸術の振興
◆ 歴史・文化資源の保存と活用

地域特性を生かした観光・交流の推進
◆ オンリーワンの魅力創出
◆ 稼ぐ観光につながる誘客推進
◆ ホスピタリティあふれる受入体制の充実

スポーツ交流・振興の推進
◆ スポーツを生かしたにぎわい創出
◆ あらゆる世代へのスポーツ機会の提供

地域産業の活性化
◆ 新たな産業の創出
◆ 地域を支える産業の成長促進
◆ 海外展開の促進
◆ 魅力ある就業環境と担い手の確保

中心市街地の活性化
◆ 街なかのにぎわい創出 
◆ 都市型観光の推進

農林水産業の振興
◆ 次世代の担い手の確保・育成
◆ 生産環境の整備
◆ 魅力ある地域資源の活用

機能性の高い都市空間の形成
◆ きめ細かで質の高い土地利用の推進
◆ 住宅団地の活性化
◆ にぎわいとゆとりある都市空間の創出
◆ 魅力あるウォーターフロントの形成
◆ 良好な都市景観の形成

暮らしやすい生活基盤の構築
◆ 快適な道路環境の整備
◆ 健全かつ安定的な水道と衛生環境づくり
◆ 多様なニーズに対応する住生活の安定向上
◆ 都市基盤施設の長寿命化

市民活動を支える交通環境の充実
◆ 広域交通ネットワークの形成
◆ 効率的で持続可能な公共交通体系の構築

　結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援
を充実するとともに、未来の力となる子どもたち
の明るく健やかな成長を支えます。
　子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能
性に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協
働しながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体
を育む教育を進めます。
　誰もが、生涯にわたって学び続けることができ
る環境を整えるほか、文化芸術や歴史に親しむこ
とのできる市民文化を創造します。

　コンパクトなまちの実現を目指すとともに、住
宅団地の活性化や街なかの整備、良好な景観づく
りを進め、機能性の高い都市空間を形成します。
　生活道路や上下水道など、市民の暮らしを支え
る生活基盤について、既にあるインフラなども有
効に活用しながら効果的な整備を進め、誰もが暮
らしやすいまちをつくります。
　広域交通ネットワークの形成や、効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な
交通環境を整えます。

《基本目標》

実施計画

■基本計画、実施計
画は、令和３年度
中の策 定に向け
て具体 的な検 討
を進めます。

実 施 す る 事 業

施策の基本的方向と施策の体系

基本目標別計画 重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
Ｐ
４
参
照
）

地
域
別
計
画

まち・ひと・
しごと創生
基本方針

（P4参照）
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